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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 ふるさと納税寄附金事務 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 ふるさと応援寄附金事業を円滑に行うため 

記 録 項 目 氏名・住所・生年月日 

記 録 範 囲 寄附者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、 

そ の 旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 （業務受託者）株式会社 JTB、株式会社さとふる 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所 在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル  

□有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考 
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保 有 開 始 日 平成２８年４月１日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 特別定額給付金事務 エクセル 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 特別定額給付金事業 

記 録 項 目 
令和２年４月 27日現在の住民基本台帳の登録に基づく 

氏名、住所、性別、続柄 

記 録 範 囲 給付金対象者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

      大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考 
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20

日閣議決定）の趣旨を踏まえ、定額金給付金事業を行った。 
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保 有 開 始 日 令和２年４月２４日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 特別定額給付金事務 簿冊 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 特別定額給付金事業 

記 録 項 目 
氏名、住所、生年月日、口座情報、運転免許証、マイナンバー

カード、健康保険証、年金手帳のコピー 

記 録 範 囲 本人（世帯主）及び世帯員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人（世帯主） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

□有 □無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 
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備 考 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20

日閣議決定）の趣旨を踏まえ、定額金給付金事業を行った。 

保 有 開 始 日 令和２年４月２４日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 各種団体役員名簿（検索用） 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
村政戦略部秘書企画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 被表彰者決定、表彰の推薦要件審査のため 

記 録 項 目 
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職名、役職就任日、 

役職退任日 

記 録 範 囲 各種団体の役員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、所属団体 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考 
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保 有 開 始 日 平成１３年１０月１日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 

 


